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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の（イ）、（ロ）、（ハ）、（ニ）、（ホ）、（ヘ）、（ト）のいずれかを含む撮
像対象に、照明装置から光を照射し、
（イ）はんだであって、前記はんだに含まれる透明物質または半透明物質が前記はんだの
表面に現れたもの
（ロ）基板上に設けたソルダーレジストであって、前記ソルダーレジストの表面の形状が
急激に変化する場所を有するもの
（ハ）部品を実装するための金属の表面と、前記金属の表面に存在するはんだの表面
（ニ）基板上に設けたコーティング層であって、前記コーティング層の表面の形状が変化
する場所を有するもの
（ホ）錠剤であって、前記錠剤の表面の形状が変化する場所を有するもの
（ヘ）メタルマスクの表面と、前記メタルマスクの表面に存在するはんだの表面
（ト）メタルマスクであって、その表面が傷を有するもの
　前記照明装置と前記撮像対象の間に偏光子を設置し、
　前記光の照射に基づく、前記撮像対象からの反射光を、撮像装置により受光し、
　前記撮像対象と前記撮像装置の間に検光子を設置し、
　前記偏光子の透過軸方向と前記検光子の透過軸方向が垂直の関係にあるようにし、
　前記撮像装置の中に存在する撮像素子により、前記反射光を受光し、
　前記撮像対象の２次元画像、３次元画像のいずれかまたは双方を取得し、
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　前記２次元画像、前記３次元画像のいずれかまたは双方における、前記撮像対象に発生
する場合がある識別困難領域の発生を抑制する
　ことを特徴とする検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新規な検査装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　検査装置の１例として、はんだ印刷検査装置を挙げることができる。
　はんだ印刷検査装置に関して、例えば特許文献１では、２次元画像を取得するために赤
（以下、「R」という。）、緑（以下、「G」という。）、青（以下、「B」という。）のL
ED光を用い、３次元画像を取得するためにレーザ光を用いている。LED光、レーザ光に対
し、それぞれ撮像領域を撮像素子に用意し走査させることにより、２次元画像、３次元画
像を同時に取得し２次元画像、３次元画像について同時に検査を行っている。
【０００３】
　特許文献１のはんだ印刷検査装置を実現する手段の一つとして、特許文献２のライン照
明装置を用いることができる。このライン照明装置は、２次元画像取得用のR，G，Bの各
色を、撮像素子の撮像領域に対応した撮像対象の撮像範囲に対しR，G，Bの色同士が干渉
しないように照射している。
【０００４】
　上述したように、特許文献１では、撮像対象の撮像範囲にそれぞれ照明光を照射しなけ
ればならない。そのため、特許文献２の照明装置を用い、撮像対象の撮像範囲のそれぞれ
に照明光を照射している。それらの照明光は、互いに干渉することのないよう、光学系を
用いて集光されライン光となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－０８９９３９号公報
【特許文献２】特開２０１１－１４５２２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した従来の検査装置では、はんだ印刷検査装置の照明の指向性から
、照射面にて、ソルダーレジストの切欠き部分のエッジにて、明るさによっては、パッド
やはんだと識別が困難な領域が発生する場合があり、はんだ量の計測が不安定となる。
【０００７】
　また、LEDライン照明、リング照明の双方において、はんだ撮像時に、はんだからにじ
み出てきたフラックスの表面において、はんだであるかはんだでないか識別が困難な領域
が発生する場合がある。
【０００８】
　上記の識別が困難な領域が画像処理のノイズ成分となる問題とは別に、レベラー処理さ
れた基板の検査について、通常のリング照明や、ライン照明、垂直落射照明では、銀色の
パッドと銀色のはんだで同じような明るさと色相に撮像されてしまい、識別が困難な領域
が発生する場合がある。この場合、はんだ量の計測が困難になるという問題点がある。
【０００９】
　はんだ印刷検査装置では、ソルダーレジストの切欠き部分のエッジやフラックスのにじ
みの存在は検査対象の製品特性上必ず存在し、レベラー処理された基板でのはんだ量の計
測の必要性もある。
【００１０】
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　一方、特許文献１では、照明の照射方式が、撮像対象の撮像範囲にほかの色（波長）の
照明光が干渉しない様に、かつ照射死角を少なくするため、ライン形状の照明光を前後の
2方向からの照射としている。しかし、ライン形状の2方向からの照射光の場合、完全な全
周照射とはならず、前後照明のつなぎ目付近で、局所的だが照射死角が発生してしまうと
いう問題点がある。
【００１１】
　また、カラー画像を撮像する中で、撮像対象の反射率が部分的に異なるために、識別が
困難な領域が発生する場合があり、または暗くて映らない部分が発生する場合がある。こ
の対策として、露光時間を変えて2回以上撮像し、暗い部分もしくは識別が困難な領域を
補完する手法がある。しかし、この手法では2回以上の走査時間がかかる上に、照明照度
、露光時間の切り替え作業が必要となり、撮像タクトがかかってしまうという問題点があ
る。
【００１２】
　また、従来、偏光画像と無偏光画像の双方を取得しようとする場合、偏光した状態の画
像取得と偏光しない状態の画像取得では、光学系の切り替え作業が必要となり、切り替え
作業と切り替えた前後での2倍以上の撮像時間、操作時間により撮像タクトがかかってし
まうという問題点がある。
【００１３】
　なお、偏光画像とは、照明の偏光子の偏光方向と撮像レンズの検光子の偏光方向が垂直
な関係の条件にて撮像した画像である。また、無偏光画像とは、照明の偏光子の偏光方向
と撮像レンズの検光子の偏光方向が垂直な関係の条件以外、または、照明と撮像レンズの
いずれか片方もしくは両方に偏光子もしくは検光子を使用しない条件で撮像した画像であ
る。
【００１４】
　そのため、このような課題を解決する、新規な検査装置の開発が望まれている。
　本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、新規な検査装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記課題を解決し、本発明の目的を達成するため、本発明の検査装置は、撮像対象に光
を照射する照明装置と、前記光の照射に基づく、前記撮像対象からの反射光を、受光する
撮像装置と、前記撮像装置の中に存在し、前記反射光を受光する撮像素子と、を有し、前
記撮像対象の２次元画像、３次元画像のいずれかまたは双方を取得する検査装置において
、前記照明装置と前記撮像対象の間に偏光子を設置し、前記撮像対象と前記撮像装置の間
に検光子を設置し、前記２次元画像、前記３次元画像のいずれかまたは双方における、識
別困難領域の発生を抑制することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は、以下に記載されるような効果を奏する。
　本発明の検査装置は、撮像対象に光を照射する照明装置と、前記光の照射に基づく、前
記撮像対象からの反射光を、受光する撮像装置と、前記撮像装置の中に存在し、前記反射
光を受光する撮像素子と、を有し、前記撮像対象の２次元画像、３次元画像のいずれかま
たは双方を取得する検査装置において、前記照明装置と前記撮像対象の間に偏光子を設置
し、前記撮像対象と前記撮像装置の間に検光子を設置し、前記２次元画像、前記３次元画
像のいずれかまたは双方における、識別困難領域の発生を抑制するので、新規な検査装置
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施の形態に係る検査装置の１例である、はんだ印刷検査装置の全体
構成を示す斜視図である。
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【図２】２次元用撮像領域及び３次元用撮像領域が設定されている撮像素子を示す図であ
る。
【図３】本発明の検査装置における、LED光の偏光照明光学系を示す図である。
【図４】本発明の検査装置における、レーザ光の偏光照明光学系を示す図である。
【図５】はんだに含まれる透明物質または半透明物質に起因する識別困難領域に対する適
用例を説明する写真と図である。
【図６】基板上に設けたソルダーレジストの角部付近の表面に発生する場合がある識別困
難領域に対する適用例を説明する写真と図である。
【図７】部品を実装するための金属の表面と、はんだの表面との間で発生する場合がある
識別困難領域に対する適用例を説明する写真と図である。
【図８】基板や基板上の電子部品に塗布された、透明物質または半透明物質の表面の形状
が変化する場所に、発生する場合がある識別困難領域に対する適用例を説明する写真と図
である。
【図９】基板や基板上の電子部品に塗布された、透明物質または半透明物質の表面の形状
が変化する場所に、発生する場合がある識別困難領域に対する適用例を説明する写真と図
である。
【図１０】走査用のライン形状をした撮像領域をCMOSセンサ上に設けた図である。
【図１１】ライン形状の照明光を前後2方向から照射している図である。
【図１２】ガラスウィンドウ上に、複数波長のバンドパスフィルタをコーティングした図
である。
【図１３】図１２のガラスウィンドウを、バンドパスフィルタが各撮像領域を覆うように
、設置した図である。
【図１４】他の撮像領域に干渉しても良い照射方式が可能となり、撮像視野の全面を照射
する全周照射方式にすることができる、ことを説明する図である。
【図１５】R1,G1,B1の照明グループと、R2,G2,B2の照明グループに対応させた撮像領域を
有する撮像素子の図である。
【図１６】照明装置と実験結果を示す図である。
【図１７】R1,G1,B1の照明グループと、R2,G2,B2の照明グループに対応させた撮像領域を
有する撮像素子の図である。
【図１８】照明装置と撮像対象の間に偏光子を設置し、撮像レンズと撮像対象との間に検
光子を設置する装置の図である。
【図１９】1度の走査で偏光した画像のデータと偏光していない画像のデータを同時に取
得できる撮像素子の図である。
【図２０】本発明の検査装置の１例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明を実施するための形態について説明する。
　まず、検査装置にかかる第１の発明を実施するための形態について説明する。
　本発明の検査装置は、撮像対象に光を照射する照明装置と、前記光の照射に基づく、前
記撮像対象からの反射光を、受光する撮像装置と、前記撮像装置の中に存在し、前記反射
光を受光する撮像素子と、を有し、前記撮像対象の２次元画像、３次元画像のいずれかま
たは双方を取得する検査装置において、前記照明装置と前記撮像対象の間に偏光子を設置
し、前記撮像対象と前記撮像装置の間に検光子を設置し、前記２次元画像、前記３次元画
像のいずれかまたは双方における、識別困難領域の発生を抑制する検査装置である。
【００１９】
　本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。
　図１は、本発明の一実施の形態に係る検査装置の１例である、はんだ印刷検査装置の全
体構成を示す斜視図である。このはんだ印刷検査装置１は、撮像対象である基板１００に
印刷されているクリーム半田（以下、「はんだ」という）の２次元測定及び３次元測定を
行って、はんだを検査する機能を備えている。はんだ印刷検査装置１は、照明装置２、撮
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像装置３、制御装置４、テーブル５等を備えている。
【００２０】
　照明装置２は、２つの３次元用ライン照明装置１０ａ，１０ｂ及び６つの２次元用ライ
ン照明装置２０ａ，２０ｂ，３０ａ，３０ｂ，４０ａ，４０ｂを備えている。撮像装置３
は、白黒画像を撮像するカメラ５０と撮像レンズ６０を備えている。カメラ５０は、ＣＭ
ＯＳセンサの撮像素子５１を備えている。制御装置４は、画像処理制御部７０を備えてい
る。画像処理制御部７０は、３次元用ライン照明装置１０ａ用の３次元撮像領域用画像メ
モリ７１ａ、３次元用ライン照明装置１０ｂ用の３次元撮像領域用画像メモリ７１ｂ、２
次元用ライン照明装置２０ａ，２０ｂ用の２次元撮像領域用画像メモリ７２、２次元用ラ
イン照明装置３０ａ，３０ｂ用の２次元撮像領域用画像メモリ７３、２次元用ライン照明
装置４０ａ，４０ｂ用の２次元撮像領域用画像メモリ７４を備えている。テーブル５は、
Ｘ軸テーブル８０、Ｘ軸用モータ８１、Ｙ軸テーブル８２、Ｙ軸用モータ８３を備えてい
る。
【００２１】
　２次元用ライン照明装置は、撮像対象である基板１００に光を照射する。２次元用ライ
ン照明装置２０ａ，２０ｂは、カメラ５０と撮像レンズ６０により構成される光学系を挟
むような形で配置され、２次元用ライン照明装置２０ａの２次元用ライン照明光２１ａと
２次元用ライン照明装置２０ｂの２次元用ライン照明光２１ｂが、それぞれ上方向から斜
め下方向に投光することで、基板１００上に２次元用ライン照明光跡２１が生じる。２次
元用ライン照明装置３０ａ，３０ｂ及び２次元用ライン照明装置４０ａ，４０ｂも同様に
配置され投光することで、基板１００上に２次元用ライン照明光跡３１，４１が生じる。
　２次元用ライン照明装置２０ａ，２０ｂ，３０ａ，３０ｂ，４０ａ，４０ｂのそれぞれ
と基板１００の間には偏光子が設置されている（図示していない）。
【００２２】
　２次元用ライン照明装置２０ａ，２０ｂには、例えば赤色系の光源を採用し、２次元用
ライン照明装置３０ａ，３０ｂには、例えば緑色系の光源を採用し、２次元用ライン照明
装置４０ａ，４０ｂには、例えば青色系の光源を採用する。
【００２３】
　３次元用ライン照明装置は、撮像対象である基板１００に光を照射する。３次元用ライ
ン照明装置１０ａ，１０ｂは、カメラ５０と撮像レンズ６０により構成される光学系を挟
むような形で配置され、それぞれが上方向から斜め下方向に投光することで、３次元用ラ
イン照明光１１ａ，１１ｂが発生し、基板１００上に３次元用ライン照明光跡１２ａ，１
２ｂが生じる。
　３次元用ライン照明装置１０ａ，１０ｂのそれぞれと基板１００の間には偏光子が設置
されている（図示していない）。
【００２４】
　３次元用ライン照明装置１０ａ，１０ｂには、基板１００の色相に応じて赤色系の光源
、あるいは青色系・緑色系の光源を採用する。
【００２５】
　撮像装置３は、照射光に基づく、基板１００からの反射光を受光する。また、撮像素子
５１は、撮像装置３の中に存在し、反射光を受光する。基板１００上に生じた２次元用ラ
イン照明光跡２１，３１，４１及び３次元用ライン照明光跡１２ａ，１２ｂを、撮像レン
ズ６０を通してカメラ５０の撮像素子５１上に投影する。
　基板１００と撮像装置３の間には、検光子が設置されている（図示していない）。
【００２６】
　撮像素子５１は、図２に示すように、撮像領域を任意に設定することができ、２次元用
ライン照明光跡２１，３１，４１を撮像するための２次元用撮像領域５３，５４，５５及
び３次元用ライン照明光跡１２ａ，１２ｂを撮像するための３次元用撮像領域５２ａ，５
２ｂの５つの領域が設定されている。２次元用撮像領域５３，５４，５５は、その撮像幅
が１画素であり、ラインセンサカメラと同等と見なすことができる。３次元用撮像領域５
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２ａ，５２ｂは、その撮像幅が最大測定高さを規定することになるので比較的大きな値が
設定され、通常４０～５０画素程度ある。
【００２７】
　以上の光学系・照明系構成で、Ｘ軸テーブル８０を一定ピッチ動かしカメラ５０で画像
を撮像、さらにＸ軸テーブル８０を一定ピッチ動かしカメラ５０で画像を撮像、という動
作を繰り返していく。以上の動作の間、２次元用撮像領域からの出力を、それぞれ対応す
る２次元撮像領域用画像メモリ７２，７３，７４に蓄積していくことで面画像を得ること
ができる。合わせて、３次元用撮像領域からの面画像出力を、それぞれに対応する３次元
撮像領域用画像メモリ７１ａ，７１ｂに蓄積していく。
【００２８】
　また、面画像が多数集積した３次元撮像領域用画像メモリ７１ａ，７１ｂから、測定対
象面の凹凸状態を再現することができ、よって３次元はんだ検査を実施することができる
。
【００２９】
　すなわち、はんだ上の３次元用ライン照明光跡１２ａ，１２ｂと基板１００上の３次元
用ライン照明光跡１２ａ，１２ｂは、はんだの高さ分だけ位置がずれたように撮像される
。３次元用ライン照明光１１ａ，１１ｂの基板１００の上面からの取り付け角度をθとす
ると、はんだのずれ量にｔａｎθを掛けることではんだの高さを測定することができる。
さらに、３次元用ライン照明光跡１２ａ，１２ｂの長さ方向に直交する方向も同様に求め
ることで、はんだの体積を測定することができる。
【００３０】
　以上のように、カメラ５０と撮像レンズ６０という光学系に２次元検査用と３次元検査
用の区別はなく、またＸ軸テーブル８０を一定ピッチ動かしカメラ５０で画像を撮像、と
いう動作を繰り返す撮像走査を１回実施するだけで２次元画像と３次元画像の採取、及び
２次元検査と３次元検査の実施が可能となり、はんだ印刷検査装置１の構造面および動作
面で２次元検査と３次元検査が完全に融合する。
　なお、検査装置は、撮像対象の２次元画像、３次元画像の双方を取得する場合に限定さ
れない。検査装置は、撮像対象の２次元画像、３次元画像のいずれか一方のみを取得する
こともできる。
【００３１】
　本発明の検査装置における、LED光の偏光照明光学系を、図３を用いて説明する。照明
装置側に、偏光子である偏光フィルタを取り付け、照明光を偏光する。偏光子を透過した
光は、偏光子の透過軸方向に振動する直線偏光になる。一方、撮像レンズ側に、検光子で
ある偏光フィルタを取り付け、照明装置から照射された偏光が撮像対象で反射し、反射し
た偏光が検光子に達する際に、反射した偏光の振動方向が検光子の透過軸と垂直になるよ
うに、すなわちクロスするように取り付ける。
【００３２】
　本発明の検査装置における、レーザ光の偏光照明光学系を、図４を用いて説明する。通
常のレーザ光は光の振動方向が揃っている。その振動方向は、ライン光の方向に対し任意
に設定できる。図４は、レーザライン光の方向に対し、垂直方向にレーザ光が振動してい
る図である。撮像レンズ側の検光子である偏光フィルタの透過軸を、図４のレーザ光の振
動方向に対し垂直の関係になるように、すなわちクロスするように取り付ける。このよう
に、レーザ光の偏光照明光学系では、LED光の偏光照明光学系と同様にする。
　なお、レーザ光の振動方向とレーザライン光の方向の関係は、固定して設定してある。
そのため、レーザ光の振動方向と、撮像レンズ側の検光子の透過軸との関係を調整し、そ
の後に、その撮像レンズ側の検光子の透過軸の方向に対し、LED照明装置側の偏光子の透
過軸の方向を調整する。
【００３３】
　ここで、本発明の検査装置について、適用例を説明する。
　本発明の検査装置は、２次元画像、３次元画像のいずれかまたは双方における、識別困
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難領域の発生を抑制する検査装置である。
　識別困難領域としては、液体の表面に、発生する場合がある識別困難領域、また、固体
の表面の形状が変化する前記表面に、発生する場合がある識別困難領域、また、固体の表
面と、粉末組成物の表面との間に、発生する場合がある識別困難領域、また、固体の表面
のうち、表面の粗さの異なる領域の間に、発生する場合がある識別困難領域のいずれかを
含む。
【００３４】
　以下に、適用例を具体的に説明する。
　図５を用いて、液体の表面に、発生する場合がある識別困難領域に対する、適用例を説
明する。具体的には、液体の表面の形状が変化する場所、すなわち液体の凸表面に発生す
る場合がある識別困難領域に対する、適用例を説明する。さらに具体的には、はんだに含
まれる透明物質または半透明物質に起因する識別困難領域に対する、適用例を説明する。
　本発明の検査装置の偏光照明光学系により、フラックス等のはんだに含まれる透明物質
または半透明物質に起因する識別困難領域を消去することが出来る。無偏光照明光学系の
場合、識別困難領域は白くなり、はんだ上で白色シルク印刷やバーコードシールといった
白い部分と画像処理上同じように見える領域となり、画像処理の情報としてノイズ成分と
なっている。図５におけるCの領域が識別困難領域である。この識別困難領域を除去する
従来方法としては、撮像カメラの露光時間を変化させ、複数回画像を取得し補間する方法
などがあるが、複数回画像を取得しなければならないという問題点がある。本発明の検査
装置では、一度の撮像で識別困難領域のない画像を取得することができるため、検査タク
トの短縮や、画像処理の簡易化が可能である。
【００３５】
　図６を用いて、固体の表面の形状が変化する前記表面、すなわち固体の角部付近の表面
に発生する場合がある識別困難領域に対する、適用例を説明する。具体的には、基板上に
設けたソルダーレジストの厚さが急激に変化する場所、すなわち基板上に設けたソルダー
レジストの表面の形状が変化する前記表面に発生する場合がある識別困難領域に対する、
適用例を説明する。さらに具体的には、基板上に設けたソルダーレジストの角部付近の表
面に発生する場合がある識別困難領域に対する、適用例を説明する。
　ソルダーレジストという透明物質または半透明物質の切欠き部分のエッジ、すなわちソ
ルダーレジストの厚さが急激に変化する場所に識別困難領域が発生する場合がある。図６
におけるDの領域が識別困難領域である。この識別困難領域も、上述の適用例と同様に画
像処理の情報としてノイズ成分となる。本発明の検査装置の偏光照明光学系においては、
識別困難領域を消去できる。これにより、画像処理の情報としてノイズ成分が生じるのを
防止できる。
【００３６】
　図７を用いて、固体の表面と、粉末組成物の表面との間に、発生する場合がある識別困
難領域に対する、適用例を説明する。具体的には、部品を実装するための金属の表面と、
はんだの表面との間で発生する場合がある識別困難領域に対する、適用例を説明する。
　従来の検査装置の無偏光照明光学系では、はんだレベラー処理された基板のはんだ検査
において、部品を実装するための金属の表面と、はんだの表面との間で識別困難領域が発
生する場合がある。なお、はんだレベラー処理された基板とは、プリント基板上のソルダ
ーレジストがかかっていない銅箔部分の表面に、リフロー済みはんだをコーティングする
表面処理を行った基板である。
【００３７】
　本発明の検査装置の偏光照明光学系では、リフロー済みはんだがコーティングされた艶
のある銀色パッド部分の反射光は強度が低下し、印刷後のはんだは反射光の強度が低下し
ない。そのため、本発明の検査装置では、銀色パッドは黒色に撮像され、はんだは灰色に
撮像される。これにより、銀色パッドとはんだの明るさに画像処理に十分な差が生じ、識
別が可能となる。
【００３８】
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　図７のAの領域とBの領域は、ともにはんだである。従来の無偏光照明光学系の場合、は
んだからの反射光と銀色パッドからの反射光は明るさと色相が近くなるため、白黒画像処
理、カラー画像処理の両方式においても正確な識別が困難であり、また、Bの領域のよう
に、にじんだはんだなどは完全に銀色パッドと見た目上同化してしまう場合もある。
　本発明の検査装置の偏光照明光学系から得られる画像は、はんだ部分では無偏光照明光
学系と同等な反射光がえられ、銀色パッド部分では反射光が大部分カットされるために、
明るさに差が生じ、画像認識が容易となる。
【００３９】
　図８，９を用いて、液体の表面に発生する場合がある識別困難領域に対する、適用例に
ついて説明する。具体的には、液体の表面の形状が変化する場所に発生する場合がある識
別困難領域に対する、適用例について説明する。さらに具体的には、基板上に設けたコー
ティング層の表面の形状が変化する場所に、発生する場合がある識別困難領域に対する、
適用例について説明する。
【００４０】
　基板自体や、基板上に実装された電子部品のコーティングを目的とし、基板や基板上の
電子部品に、透明物質または半透明物質を塗布する場合がある。
　透明物質または半透明物質が塗布された基板については、無偏光照明光学系を採用する
検査装置を用いて、基板上の透明物質または半透明物質の塗布の具合を見る検査、また電
子部品が正確な位置に実装されているかを測定する検査、また電子部品の印字を読み取る
ことにより正しい部品が実装されているかを見る検査を行っていた。
【００４１】
　これらの検査は画像処理を用いて行うが、透明物質または半透明物質の表面の形状が変
化する場所、具体的には、透明物質または半透明物質の塗布領域の淵部付近や、透明物質
または半透明物質の表面の凹凸部にて識別困難領域が発生する場合があった。この識別困
難領域は、画像処理の情報としてノイズ成分となり、電子部品の位置測定の精度を悪化さ
せ、また印字の読み取りを困難にしていた。
【００４２】
　従来の検査装置においては、基板に設けられたコーティング剤の塗布領域を識別するた
めに、図８に示すようなUV励起画像が用いられていた。ここで、コーティング剤は、透明
物質または半透明物質からなる、高粘性を有する液体である。UV励起画像は、UV光線を照
射すると可視光で光る励起物質が含まれたコーティング剤の塗布領域を知るための画像で
ある。明るく撮像される部分はコーティング剤が塗布されている領域であり、暗い部分は
コーティング剤が塗布されていない領域である。図８において、砂地ハッチングが施され
ている領域はコーティング剤が塗布されている領域であり、砂地ハッチングが施されてい
ない領域はコーティング剤が塗布されていない領域である。したがって、UV励起画像の明
暗が切り替わる境界はコーティング剤の層の境界である。
【００４３】
　また、UV励起画像の撮像時と同じ撮像位置にて撮像された、図８に示すような無偏光照
明光学系の画像を用いることにより、部品や基板の位置を検出できる。UV励起画像と無偏
光照明光学系の画像を用いることにより、コーティング剤を塗布すべき対象となる部品や
基板上の領域、または塗布すべきでない対象となる部品や基板上の領域に対して、コーテ
ィング剤が実際に塗布されている領域との位置的な相関を検査できる。すなわち、塗布す
べき対象となる部品や基板上の領域については、塗布すべき部品や基板上の領域に対して
、実際には塗布されていない場合が検出できる。また、塗布すべきでない対象となる部品
や基板上の領域については、塗布すべきでない部品や基板上の領域に対して、実際には塗
布されている場合が検出できる。
【００４４】
　しかし、図８に示すように、無偏光照明光学系の画像では、コーティング層の表面の形
状が変化する表面に、またコーティング層が存在する領域の淵部付近の表面に、多数の識
別困難領域が発生している。すなわち、無偏光照明光学系の画像では、このコーティング
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層の凸表面や凹表面に、またコーティング層が存在する領域の淵部付近の表面に識別困難
領域が発生する場合がある。図８において、黒塗り部が識別困難領域を表している。
　この識別困難領域は、部品形状を正確に計測するためにはノイズ成分となるという問題
点がある。
【００４５】
　図８からわかるように、従来方式の無偏光照明光学系の画像では多数の識別困難領域が
発生しているのに対し、本発明の検査装置の偏光照明光学系の画像では識別困難領域が発
生していない。このことにより、UV励起画像にてコーティング剤の塗布領域を識別し、識
別困難領域の発生しない偏光照明光学系の画像にて部品や基板上の領域との位置的な相関
を正確に検査することが出来る。
　本発明の検査装置の偏光照明光学系においては、このコーティング層の凸表面や凹表面
に、またコーティング層が存在する領域の淵部付近の表面に発生する場合がある識別困難
領域を消去できる。これにより、画像処理の情報としてノイズ成分が生じるのを防止でき
る。
【００４６】
　図９の写真は、チップコンデンサーが実装された基板を示すものである。この写真では
確認できないが、図９の図で示すようにチップコンデンサーを覆うようにコーティング剤
が塗布されている塗布領域が存在する。砂地ハッチングが施されている領域はコーティン
グ剤が塗布されている領域であり、砂地ハッチングが施されていない領域はコーティング
剤が塗布されていない領域である。無偏光照明光学系において、チップコンデンサーにコ
ーティング剤を塗布した場合、コーティング剤が存在する領域の淵部付近の表面に識別困
難領域が発生する（図９中のe,d,a部分）。また、小さな部品であるチップコンデンサー
を全体的にコーティング剤で覆うとき、表面張力によってチップコンデンサーの上面にコ
ーティング剤の盛り上がりが発生し、コーティング剤の凸表面や凹表面に識別困難領域が
発生する（図９中のc,b部分）。そのため、コーティング剤の塗布領域の検査と共に、チ
ップコンデンサーがシルク印刷のラインの枠内に正確に実装されているかの検査や、チッ
プコンデンサーの定数を読み取ることにより適正なチップコンデンサーが実装されている
かを調べる検査が困難となる。
【００４７】
　本発明の検査装置の偏光照明光学系においては、上述の無偏光照明光学系にて発生して
いた識別困難領域が発生しない。そのため、コーティング剤の塗布領域の検査と共に、チ
ップコンデンサーがシルク印刷のラインの枠内に正確に実装されているかの検査や、チッ
プコンデンサーの定数を読み取ることにより適正なチップコンデンサーが実装されている
かを調べる検査が容易となる。
【００４８】
　固体の表面の形状が変化する前記表面に発生する場合がある識別困難領域に対する、適
用例について説明する。具体的には、固体の凸表面、凹表面、角部付近の表面に、発生す
る場合がある識別困難領域に対する、適用例について説明する。さらに具体的には、錠剤
の外観検査において、固体である錠剤の表面に発生する場合がある識別困難領域に対する
、適用例について説明する。
【００４９】
　錠剤には、錠剤の薬種の識別のために凹状の刻印がされているものがある。この錠剤の
刻印の溝の入り口と底面付近に、形状が変化する表面が存在する。すなわち、刻印の溝の
入り口は、錠剤の凸表面、すなわち角部付近の表面が形成されている。また、刻印の底面
は、錠剤の凹表面が形成されている。
　無偏光照明光学系で照らした時に刻印の溝の入り口や底面の形状を覆い隠すように識別
困難領域が発生する場合がある。そのため、刻印の溝の入り口の欠けや底面の穴などを検
査する際に識別困難領域が認識画像のノイズ成分となる。
【００５０】
　本発明の検査装置の偏光照明光学系にて撮像した場合は、この錠剤の表面の形状が変化
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する前記表面に識別困難領域が発生することがないため、刻印の溝の入り口の欠けや底面
の穴の検査を精度よく行うことができる。
【００５１】
　固体の表面と、粉末組成物の表面との間に、発生する場合がある識別困難領域に対する
、適用例について説明する。具体的には、金属の表面と、金属粉末組成物の表面との間に
、発生する場合がある前記識別困難領域に対する、適用例について説明する。さらに具体
的には、メタルマスクの表面と、はんだの表面との間で発生する場合がある識別困難領域
に対する、適用例について説明する。
【００５２】
　はんだを基板上に印刷するために、金属板が使用されている。この金属板には、穴が設
けたられており、この穴の位置と形状は、基板のレジストの開口部の位置と形状に合わせ
られている。金属板の上にペースト状のはんだの塊を置き、レジストの開口部と金属板の
穴の位置を合わせた後に、スキージをその金属板に押し付け移動させる。そうすると、金
属板の穴をはんだペーストが通り抜ける。その後に金属板と基板を離すと、レジストの開
口部にはんだペーストが印刷される。この金属板をメタルマスクという。
【００５３】
　スキージがメタルマスクに押し付けられながら通った後、メタルマスクの穴部分以外の
表面は、はんだペーストがきれいにそぎ取られていることが正常である。メタルマスクが
均一な厚さであり、かつスキージの均一な圧力を作用させることにより、基板にはんだペ
ーストが均一な厚みで印刷させることができる。基板全体にはんだペーストが均一な厚さ
で印刷されることが、その後の部品実装の安定性や、はんだ量の安定化にとって重要であ
る。
【００５４】
　しかし、連続的にはんだペーストを基板に印刷していく生産工程にて、スキージに傷や
減りなどによる摩耗部分が発生すると、メタルマスクを押すスキージの圧力がスキージの
場所によって変わってしまう。この結果、傷や摩耗部分の存在により、スキージとメタル
マスクとの間に隙間が出来てしまい、はんだペーストが筋状または帯状にメタルマスク上
に残ってしまう。この筋状または帯状の領域に、基板のレジストの開口部があると、その
開口部のはんだペーストの厚みが厚くなってしまう。また、常時そのメタルマスク表面に
はんだペーストが残り、はんだペーストに含まれているフラックスとはんだの成分が分離
してしまい、はんだペーストが劣化してしまう問題が発生する。
【００５５】
　これらの問題を解決するために、生産工程の生産者は、はんだペーストが筋状または帯
状に残っていないか目視で確認し、必要に応じてスキージを交換する必要がある。そのた
めに、定期的にメタルマスクの状態を検査しなければならない。そこで、メタルマスクを
照明で照らしながら撮像カメラで撮像し、画像認識にてメタルマスク上に筋状または帯状
のはんだペーストが存在しているか監視する必要がある。このことから、はんだペースト
がメタルマスク上で筋状または帯状に残っている場合に、警告を出す自動化システムの開
発が望まれている。
　しかし、メタルマスクの表面は、艶がある銀色を呈している。そのため、無偏光照明光
学系の検査装置を用いて、メタルマスク上の銀色のはんだペーストを検査すると、はんだ
ペーストとメタルマスクが画像上で同化してしまい識別が困難になる。
【００５６】
　本発明の検査装置の偏光照明光学系を使用した場合、メタルマスクのような銀色の金属
板の反射光は強度が低下するが、メタルマスク上に残ったはんだは反射光の強度が低下し
ない。そのため、本発明の検査装置の偏光照明光学系を用いた場合、メタルマスク表面は
黒色に撮像され、またはんだは灰色に撮像されるため、スキージの傷等が起因となるメタ
ルマスク上の筋状または帯状のはんだペーストを検出することができ、スキージの交換タ
イミングを自動で検出できる。その結果、生産者によるスキージ交換の確認作業を軽減す
ることができる。
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【００５７】
　次に、固体の表面のうち、表面の粗さの異なる領域の間に、発生する場合がある識別困
難領域に対する、適用例について説明する。具体的には、メタルマスクの傷に起因する識
別困難領域に対する、適用例について説明する。
【００５８】
　取扱や生産時に、メタルマスク上に傷が発生する場合がある。無偏光照明光学系を用い
て撮像した場合、傷の部分は、メタルマスクの傷のついていない表面と同色、同明るさで
撮像される。そのため、傷の部分は識別困難領域となる。
　これに対して、偏光照明光学系で撮像した場合、傷の部分は、面精度がメタルマスクの
表面に比べ粗いので、無偏光照明光学系で撮像した時と同等の明るさで撮像される。その
ため、傷の部分は、灰色に撮像される。これに対して、メタルマスクの傷のついていない
表面は、反射光が大部分カットされ黒色に撮像される。そのため、メタルマスクの傷のつ
いていない表面と、傷の部分とで明るさに画像処理に十分な差が生じ、識別が可能となる
。その結果、メタルマスク上の傷を検出することができる。
　なお、メタルマスク上の傷を検出する場合、３次元画像を取得する必要はない。
【００５９】
　上述したように、２次元画像を取得する場合、ライン照明を用いて、撮像対象を乗せた
テーブルを一定ピッチ動かしカメラで画像を撮像、という動作を繰り返す撮像走査を実施
する。
　２次元画像を取得する方法は、この方法に限定されない。すなわち、撮像対象を２次元
的に広く照射する面照射照明を用いて、カメラで撮像対象の面画像を撮像してもよい。
【００６０】
　上述したように、２次元画像を取得する場合、RGBの3波長を用いる。
　２次元画像を取得する場合、このRGBの3波長を用いる方法に限定されない。すなわち、
RGBのいずれか1波長のみを用いてもよい。
　また、波長は、カメラで撮像可能な波長であり、かつ偏光素子で偏光可能な波長であれ
ば、可視光の波長範囲380～780nmに限定されない。すなわち、紫外レーザ、紫外LED、近
赤外レーザ、近赤外LED等の可視光波長に近い波長の光源を用いてもよい。
【００６１】
　２次元画像取得用の照明装置は、上述したLED光の照明装置に限定されるものではない
。このほか２次元画像取得用の照明装置としては、RGBのそれぞれの波長をもつレーザ光
源の照明装置や、カラーフィルタでRGBに分光された白色光源（3波長蛍光灯やハロゲンラ
ンプなどの可視光波長の内RGBの波長成分を持つ光源）を使用した照明装置などを採用す
ることができる。
【００６２】
　３次元画像取得用の照明装置は、上述したレーザ光の照明装置に限定されるものではな
い。このほか３次元画像取得用の照明装置としては、レーザ変位計や、位相シフト照明装
置などを採用することができる。
【００６３】
　偏光子は、上述した偏光フィルタに限定されるものではない。このほか偏光子としては
、反射層と透過層を縞状に持つハーフミラーなどを採用することができる。
【００６４】
　検光子は、上述した偏光フィルタに限定されるものではない。このほか検光子としては
、反射層と透過層を縞状に持つハーフミラーなどを採用することができる。
【００６５】
　識別困難領域としては、（イ）液体の表面に、発生する場合がある前記識別困難領域、
（ロ）固体の表面の形状が変化する前記表面に、発生する場合がある前記識別困難領域、
（ハ）固体の表面と、粉末組成物の表面との間に、発生する場合がある前記識別困難領域
、（ニ）固体の表面のうち、表面の粗さの異なる領域の間に、発生する場合がある前記識
別困難領域のいずれかを含んでいる。
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【００６６】
　ここで、液体としては、はんだに含まれる透明物質または半透明物質、コーティング層
等を上げることができる。
　ここで、液体としては、粘度の大きさを問わない。また、液体としては、透明または半
透明であるかを問わない。
【００６７】
　固体としては、ソルダーレジスト、金属、錠剤、カプセル剤、LEDチップをモールドし
ている透明樹脂等を上げることができる。
　ここで、錠剤としては、光沢が出るような糖衣コーティングをされた錠剤、糖衣の剥離
による露出した錠剤内部等も含まれる。また、カプセル剤としては、光沢のあるカプセル
剤も含まれる。
　また、固体としては、透明または半透明であるかを問わない。
【００６８】
　粉末組成物としては、はんだ等を上げることができる。
【００６９】
　固体の表面のうち、表面の粗さの異なる領域としては、メタルマスクの傷、レーザ刻印
により削られて面精度が粗くなった金属面等を上げることができる。
【００７０】
　本発明の検査装置の用途としては、はんだ印刷検査装置、実装後基板外観検査装置、錠
剤検査装置、はんだ印刷機のスキージ摩耗状態監視装置、メタルマスクの外観検査装置等
を上げることができる。
【００７１】
　以上のことから、本発明を実施するための形態によれば、撮像対象に光を照射する照明
装置と、前記光の照射に基づく、前記撮像対象からの反射光を、受光する撮像装置と、前
記撮像装置の中に存在し、前記反射光を受光する撮像素子と、を有し、前記撮像対象の２
次元画像、３次元画像のいずれかまたは双方を取得する検査装置において、前記照明装置
と前記撮像対象の間に偏光子を設置し、前記撮像対象と前記撮像装置の間に検光子を設置
することにより、前記２次元画像、前記３次元画像のいずれかまたは双方における、識別
困難領域の発生を抑制することができる。
　なお、本発明は上述の発明を実施するための形態に限らず本発明の要旨を逸脱すること
なくその他種々の構成を採り得ることはもちろんである。
【００７２】
　つぎに、検査装置にかかる第２の発明を実施するための形態について説明する。
　本発明の検査装置は、撮像素子に撮像領域を設け、前記撮像領域は反射光を受光し、前
記撮像領域の上にバンドパスフィルタを設ける検査装置である。
【００７３】
　ここで、本発明の検査装置について、適用例を説明する。
　最初の適用例の検査装置は、３つの撮像領域を有する、２次元画像用の撮像領域グルー
プが存在し、前記３つの撮像領域の上に、前記３つの撮像領域にそれぞれ対応する３つの
バンドパスフィルタを設け、前記３つのバンドパスフィルタは、それぞれ赤、緑、青の波
長のみを透過する検査装置である。
【００７４】
　以下に、適用例を具体的に説明する。
　特許文献１においては、撮像素子のCMOSセンサ上に複数の撮像領域を設けている。同時
に複数波長の２次元画像や３次元画像を取得する場合、図１０のような走査用のライン形
状をした撮像領域をCMOSセンサ上に設けている。２次元画像を取得するためにRGBの異な
る照明光を撮像対象に照射し、RGB用の撮像領域で反射光を受光している。３次元画像を
取得するためにレーザ光を撮像対象に照射し、レーザ用の撮像領域で反射光を受光してい
る。
【００７５】
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　RGBを個別の撮像領域で走査するための照明において、RGB合成時のカラーバランスが崩
れないようにするため、または、照射対象の色ごとの反射特性を正確に把握するためには
、他の波長の照明光が撮像領域に干渉するのを防がなければならず、照射位置や照射形状
の制限があった。
【００７６】
　照明の照射方式は、撮像領域にほかの色（波長）の照明光が干渉しない様に、かつ照射
死角を少なくするため、図１１のようにライン形状の照明光を前後2方向から照射してい
る。ライン形状の2方向からの照射光の場合、完全な全周照射とはならず、前後照明のつ
なぎ目付近で、局所的だが照射死角が発生してしまう問題点がある。
【００７７】
　本発明の検査装置においては、図１２に示すように、CMOSセンサのサイズと同じか、ま
たはCMOSセンサのサイズより大きいガラスウィンドウ上に、複数波長のバンドパスフィル
タ、すなわちCMOSセンサ上の各波長の照明の撮像領域を覆うように、異なるバンドパス帯
のバンドパスフィルタをコーティングし、各撮像領域を覆うようにバンドパスフィルタを
図１３のように設置する。
【００７８】
　２次元画像用の照明としては、RGB混合光または白色光を用いた。RGB混合光では、R（6
22.5nm），G（525nm），B（465nm）の波長を有するLEDを用いた。白色光では、可視光範
囲の波長を有するLEDを用いた。３次元画像用の照明としては、レーザ光（665nm,または4
06nm）を用いた。
【００７９】
　RGB混合光または白色光の２次元画像用の照明装置には、撮像対象との間にバンドパス
フィルタを設置した。バンドパスフィルタとしては、レーザ光（665nm）を用いる場合は
ショートパスフィルタ（650nm以下）を設置し、レーザ光（406nm）を用いる場合はロング
パスフィルタ（430nm以上）を設置した。
【００８０】
　２次元画像用のバンドパスフィルタで透過する波長の範囲は、RGBそれぞれR（622.5nm
±10nm），G（525nm±10nm），B（465nm±10nm）とした。３次元画像用のバンドパスフィ
ルタで透過する波長の範囲は、レーザ光（665nm,または406nm）に対応させて、665nm±15
nm,または406nm±15nmとした。
【００８１】
　バンドパスフィルタで透過と不透過の切り分けが出来ることを条件として、透過させた
い波長のバンドパスフィルタとその波長範囲の照明とCMOSセンサ上の撮像領域を用意する
ことにより照射方法や、明るさ、色などを変えた条件の照明光を1度の走査で撮像するこ
とが可能で、互いの照明光が混ざり合っていても個別の色の画像情報を取得することがで
きる。
【００８２】
　1つのCMOSセンサ上に撮像領域ごとに透過するバンドパスフィルタを置くことにより、
従来のRGB照明における、照射位置や照射形状の制限の問題点を解消することができる。
【００８３】
　CMOSセンサのすぐ手前でバンドパスを行うため、各撮像領域に必要な波長の光だけを受
光させることが出来るため、図１４のように他の撮像領域に干渉しても良い照射方式が可
能となり、指向性の高い集光したライン光ではなく、撮像視野の全面を照射する全周照射
方式にすることができる。その結果、照射死角をなくすことが出来る。
【００８４】
　カラーフィルタではなく、バンドパスフィルタを使用する理由としては、カラーフィル
タは、R全般（GやBは透過させない）または、G全般（RやBを透過させない）、B全般（Gや
Rは透過させない）という具合に、透過対象波長がバンドパスフィルタに比べ2倍以上広い
。そのため、RGB用にカラーフィルタをそれぞれ用意した場合でも、透過波長帯が50nm以
上あり、それぞれの色の透過領域がオーバ-ラップしてしまい、RとG（もしくはGとB）の
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中間波長の光が干渉してしまう。また、本実施例ではLEDの他に、赤や青紫のような可視
光レーザを使用するためそれらを識別するためには、同色でありながら透過波長帯を10～
20nmしかもたないバンドパスフィルタにてのみ行える。また、狙い透過波長の透過率をカ
ラーフィルタに対し高く製作することが出来る。
【００８５】
　つぎの適用例の検査装置は、３つの撮像領域を有する、２次元画像用の撮像領域グルー
プが、複数存在し、前記３つの撮像領域の上に、前記３つの撮像領域にそれぞれ対応する
３つのバンドパスフィルタを設け、前記３つのバンドパスフィルタは、それぞれ赤、緑、
青の波長のみを透過し、複数の前記撮像領域グループに使用する前記バンドパスフィルタ
の透過波長は、前記撮像領域グループ相互間で異なる検査装置である。
　また、この検査装置は、複数の撮像領域グループに対応する照明装置が存在し、個々の
前記照明装置は、明るさが相互に異なる検査装置である。
【００８６】
　以下に、適用例を具体的に説明する。
　カラー画像を撮像する中で物質の反射率が異なるために、識別が困難な領域が発生した
り、暗くて映らない部分が発生したりする。これらを解消しようと、たとえば識別が困難
な領域の発生を防ごうと撮像感度や照明照度を下げると、暗く映らない場所が、撮像感度
や照明照度の変更前に比べて、増加してしまう。その逆もあり、暗い部分を明るく撮像し
ようと、撮像感度を上げたり照明照度を上げたりすると、識別が困難な領域が増加してし
まう。
【００８７】
　この対策として、露光時間を変えて2回以上撮像し、暗い部分もしくは識別が困難な領
域を補完する手法がある。しかし、この手法では2回以上の走査時間がかかる上に、照明
照度、露光時間の切り替え作業が必要となり、撮像タクトがかかってしまうという問題点
がある。
【００８８】
　そこで、本発明の検査装置では、R1,G1,B1の照明光からなる照明グループ1と、少し波
長をシフトしたR2,G2,B2の照明光からなる照明グループ2を用意する。R1,G1,B1の照明装
置、およびR2,G2,B2の照明装置には、撮像対象との間に、それぞれバンドパスフィルタを
設置する。それぞれのバンドパスフィルタの中心波長は、R1（618nm），G1（522nm），B1
（444nm），およびR2（640nm），G2（544nm），B2（466nm）である。また、それぞれのバ
ンドパスフィルタで透過する波長の範囲は中心波長±10nmである。
【００８９】
　撮像素子の撮像領域は、図１５に示すように、R1,G1,B1の照明グループ1と、R2,G2,B2
の照明グループ2に対応させたものを作製する。各撮像領域の上に設置するバンドパスフ
ィルタの中心波長と透過する波長の範囲は、照明装置側の対応するバンドパスフィルタの
中心波長と透過する波長の範囲と同じである。
【００９０】
　例えば、照明グループ1の照明光の明るさを所定の値に設定して、基準明るさ画像を撮
像し、照明グループ2の照明光の明るさを、照明グループ1より明るく、または暗く映るよ
うに設定する。この結果、1度の走査で基準明るさ画像と、識別が困難な領域または暗く
て映らない部分を補間する画像のデータが取得できる。
【００９１】
　バンドパスフィルタでなく、カラーフィルタを用いた場合では、例えばR1(618nm)とR2(
640nm)の波長の違いが識別できないため、異なる2種類の画像を取得することはできない
。
【００９２】
　図１６に、照明装置と実験結果を示す。
　図１６（Ａ）の照明装置には、R1、G1、B1のグループのLEDとR2、G2、B2のグループのL
EDがリング状に実装されている。R1とR2、G1とG2、B1とB2の各同色のLEDどうしは、波長
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を20nm以上ずれるようにバンドパスフィルタを用い照射させている。R1、G1、B1は、画像
の識別が困難な領域の発生を防止するために暗めの照明ボリュームにして照射している。
R2、G2、B2は、ラインのエッジをシャープに撮像するために明るめの照明ボリュームにし
て照射している。
【００９３】
　図１６（Ｂ）は撮像素子の前に設置するフィルタをR1撮像領域にはR1用に、G1撮像領域
にはG1用に、B1撮像領域にはB1用に、R2撮像領域にはR2用に、G2撮像領域にはG2用に、B2
撮像領域B2用に、それぞれ透過波長帯を合わせたバンドパスフィルタを設置し撮像した場
合の画像であり、代表としてR1とR2を表示した。
【００９４】
　図１６（Ｃ）は撮像素子の前に設置するフィルタをカラーフィルタにした場合である。
（Ｂ）の場合、R1とR2の波長の差20nmにおいて、バンドパスフィルタを使用し、それぞれ
の透過波長帯を透過し、それ以外を不透過にできているため、暗めの画像と明るめの画像
を切り分けられている。（Ｃ）は、カラーフィルタを使用しているためR1撮像領域、R2撮
像領域共にR1とR2の両方の光が受光され同じ明るさとなってしまい、暗めの画像、明るめ
の画像の切り分けが出来ていない。
【００９５】
　つぎの適用例の検査装置は、３つの撮像領域を有する、２次元画像用の撮像領域グルー
プが、複数存在し、前記３つの撮像領域の上に、前記３つの撮像領域にそれぞれ対応する
３つのバンドパスフィルタを設け、前記３つのバンドパスフィルタは、それぞれ赤、緑、
青の波長のみを透過し、複数の前記撮像領域グループに使用する前記バンドパスフィルタ
の透過波長は、前記撮像領域グループ相互間で異なる検査装置である。
　また、この検査装置は、複数の撮像領域グループに対応する照明装置が存在し、個々の
前記照明装置から撮像対象に照射される光は、偏光の振動方向が相互に異なる検査装置で
ある。ここで、一部の照明装置は、撮像対象との間に偏光子を設置しない場合がある。
【００９６】
　以下に、適用例を具体的に説明する。
　従来、偏光画像と無偏光画像の双方を取得しようとする場合、偏光した状態の画像取得
と偏光しない状態の画像取得では、光学系の切り替え作業が必要となり、切り替え作業と
切り替えた前後での2倍以上の撮像時間、操作時間により撮像タクトがかかってしまうと
いう問題点がある。
【００９７】
　そこで、本発明の検査装置では、R1,G1,B1の照明光からなる照明グループ1と、少し波
長をシフトしたR2,G2,B2の照明光からなる照明グループ2を用意する。R1,G1,B1の照明装
置、およびR2,G2,B2の照明装置には、撮像対象との間に、それぞれバンドパスフィルタを
設置する。それぞれのバンドパスフィルタの中心波長は、R1（618nm），G1（522nm），B1
（444nm），およびR2（640nm），G2（544nm），B2（466nm）である。また、それぞれのバ
ンドパスフィルタで透過する波長の範囲は中心波長±10nmである。
【００９８】
　撮像素子の撮像領域は、図１７に示すように、R1,G1,B1の照明グループ1と、R2,G2,B2
の照明グループ2に対応させたものを作製する。各撮像領域の上に設置するバンドパスフ
ィルタの中心波長と透過する波長の範囲は、照明装置側の対応するバンドパスフィルタの
中心波長と透過する波長の範囲と同じである。
【００９９】
　図１８に示すように、R1,G1,B1の照明装置およびR2,G2,B2の照明装置には、撮像対象と
の間に、それぞれ偏光子を設置する。また、撮像レンズと撮像対象との間に検光子を設置
する。
　R1,G1,B1の照明装置の偏光子の透過軸を設定する。例えば、R1,G1,B1の照明装置から照
射された偏光が撮像対象で反射し、反射した偏光が検光子に達する際に、反射した偏光の
振動方向が検光子の透過軸と垂直になるように設定する。
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　R2,G2,B2の照明装置の偏光子の透過軸を設定する。例えば、R2,G2,B2の照明装置から照
射された偏光が撮像対象で反射し、反射した偏光が検光子に達する際に、反射した偏光の
振動方向が検光子の透過軸と平行になるように設定する。
　また、R2,G2,B2の照明装置に偏光子を設置しない場合もある。
【０１００】
　本発明の検査装置によれば、図１９に示すように、撮像素子は、1度の走査で偏光した
画像のデータと偏光していない画像のデータを同時に取得できる。
　偏光した画像は、反射した偏光の振動方向が検光子の透過軸と垂直になるように、偏光
子を設定した場合に取得できる。
　偏光していない画像は、反射した偏光の振動方向が検光子の透過軸と平行になるように
、偏光子を設定した場合に取得できる。また、偏光していない画像は、照明装置に偏光子
を設置しない場合に取得できる。
【０１０１】
　なお、本発明の検査装置は、図１８の検査装置に限定されない。撮像レンズを対象にし
て、向かい合う２つの照明装置を２組設けてもよい。向かい合う２つの照明装置をR1,G1,
B1の照明装置とし、残る２つの照明装置をR2,G2,B2の照明装置とする。これにより、照射
死角の少ない画像データを取得できる。
　本発明の検査装置の照明装置は、図１８のようなスポット照明装置に限定されない。全
周照明装置を採用してもよい。
【０１０２】
　偏光した画像からは、はんだに含まれる透明物質または半透明物質に起因する識別困難
領域、基板上に設けたソルダーレジストの厚さが急激に変化する場所に発生する場合があ
る識別困難領域、部品を実装するための金属の表面とはんだの表面との間で発生する場合
がある識別困難領域などの発生が抑制された画像が取得できる。
【０１０３】
　偏光していない画像からは、位置決め用に設けられたパッド表面など、周辺の基板基材
とのコントラストを出すために光らせる必要がある場所の画像を取得でき、位置決めなど
をすることができる。
【０１０４】
　本発明の検査装置の１例を図２０に示す。装置の左右に位置するレーザ光照明装置の偏
光子（図示していない）の透過軸方向と検光子の透過軸方向を垂直の関係にする。その検
光子の透過軸方向と装置の中央下方に位置するRGB照明装置の偏光子の透過軸方向を垂直
の関係にする。その結果、２次元画像用光学系、３次元画像用光学系は共に偏光照明光学
系となる。また、撮像装置の内部の撮像素子の前に、複数波長バンドパスフィルタを設置
し、混合波長光から特定の波長の光を取り出し撮像する。なお、本発明の検査装置は、こ
の例に限定されない。
　また、図２０の光切断法のほかに、光を利用して高さを計測する他のレーザ式変位セン
サや位相シフト法においても同様の効果が得られる。
【０１０５】
　バンドパスフィルタで透過する波長の範囲は、中心波長±10nmの範囲内にあることが好
ましい。また、透過する波長の範囲は、中心波長±5nmの範囲内にあることがさらに好ま
しい。
【０１０６】
　バンドパスフィルタで透過する波長の範囲が中心波長±10nmの範囲内にあると、同色の
照明でも波長をずらすことにより、明暗や偏光無偏光などを切り分けて撮像することが出
来るという利点がある。透過する波長の範囲が中心波長±5nmの範囲内にあると、この効
果がより顕著になる。
【０１０７】
　本発明の検査装置の用途としては、上述したはんだ印刷検査装置に限定されるものでは
ない。このほか検査装置の用途としては、実装後基板外観検査装置、錠剤検査装置などが
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【０１０８】
　以上のことから、本発明を実施するための形態によれば、撮像素子に撮像領域を設け、
前記撮像領域は反射光を受光し、前記撮像領域の上にバンドパスフィルタを設けることに
より、新規な検査装置を提供することができる。
【０１０９】
　なお、本発明は上述の発明を実施するための形態に限らず本発明の要旨を逸脱すること
なくその他種々の構成を採り得ることはもちろんである。
【符号の説明】
【０１１０】
　１　はんだ印刷検査装置、２　照明装置、３　撮像装置、４　制御装置、５　テーブル
、１０ａ，１０ｂ　３次元用ライン照明装置、２０ａ，２０ｂ，３０ａ，３０ｂ，４０ａ
，４０ｂ　２次元用ライン照明装置、２１ａ，２１ｂ，３１ａ，３１ｂ，４１ａ，４１ｂ
　２次元用ライン照明光、２１，３１，４１　２次元用ライン照明光跡、１１ａ，１１ｂ
　３次元用ライン照明光、１２ａ，１２ｂ　３次元用ライン照明光跡、５０　カメラ、６
０　撮像レンズ、７０　画像処理制御部、７１ａ，７１ｂ　３次元撮像領域用画像メモリ
、７２，７３，７４　２次元撮像領域用画像メモリ、８０　Ｘ軸テーブル、８１　Ｘ軸用
モータ、８２　Ｙ軸テーブル、８３　Ｙ軸用モータ、１００　基板

【図１】 【図２】

【図３】
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